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民生委員って何をするの？

地域の相談相手と関係機関へのつなぎ役です。

　民生委員・児童委員は、地域住民の「身近な相談相手」であるとと

もに、「支援のつなぎ役」です。

　地域住民が抱える悩みや心配事などの相談にのり、必要に応じて

関係機関や福祉サービス等の情報を提供し、関係機関等につなぎ

ます。関係機関等が地域住民の課題解決・支援行います。

ひとりで活動しているの？

みんなで相談・交流しながら活動します。

　民生委員・児童委員は、地域ごとに集まって民生委員児童委員協

議会（略称「民児協」）を組織しています。

　各委員は、それぞれ担当する地区を持ちますが、同じ民児協の委員

などと相談・交流しながら活動を行います。経験豊かなベテラン委員

が中心になりながら、民児協が運営されています。

民生委員って何人くらいいるの？

全国で約23万人、静岡市で約１，2００人

　民生委員・児童委員は、各市区町村で定数が決まっています。

　静岡市の定数は令和６年現在1,204人ですが、委員のいない地

域もあるため、おおよそ1,200人の委員が活動しています。

　目安としては、220～440世帯ごとに一人の委員を配置することと

なっています。

　民生委員・児童委員の任期は、全国で統一されています。

　次回は、令和７年11月30日に３年間の任期が終了し、同年12月

1日に一斉に改選されます。

　途中から委員になった方も、このタイミングで改選を迎えることとな

ります。

給与はもらっているの？

無報酬ですが、活動費が支給されます。

　民生委員法に、「給与を支給しない」と規定されています。

　このため、活動に対する報酬はありませんが、交通費や通信費など

の活動に係る実費は支給されます。

　静岡市では、民児協の活動に必要な費用と合わせて、年３回、民児

協に対して支給しています。

民生委員・児童委員の任期は？

一斉改選から３年です。



相談・支援 介護や子育てなど、地域住民からの相談を受け、支援
を行う関係機関につなぎます。

静岡市の事例① 相談・支援の内訳

挨拶程度はする高齢の夫婦。
ゴミ出しの時に声をかける機会を
得、様子を聞くと、支援が必要との
ことでした。
地域包括支援センターへ連絡。
その後、納得の行く支援が受けら
れたようです。

静岡市の事例②

新任民生委員の挨拶を兼ね、一
人ぐらし高齢者世帯を廻ったとき、
認知症の疑いのある方と面会し
色々話しました。
その時は問題ないと思ったが、後
日相談を受けたので、地域包括支
援センターにつなぎました。

帯状疱疹の後遺症で７年間も苦し
んでいる高齢者。
彼女は安全な施設などで暮らした
いといいます。
希望が叶えられればいいなと思い
ながら、訪問を続けていきます。

70代前半のご夫婦、奥様から電
話。パートナーが脳のがんで入院
し、退院後のことが心配とのこと。
すぐに地域包括支援センターに連
絡、ケアマネさんを紹介してもらい
ました。

訪問・連絡 見守り、声かけなどのために障害者、一人暮らしの高
齢者などを訪問します。

静岡市の事例① 静岡市の事例②
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・地区定例会 ・新任研修会

時
間
毎月１回
地区民児協により異なる

頻
度
初年度２回、以降年１回

調査・実態把握 世帯の支援に必要な情報収集や地域の状況把握を行
います。必要な内容は「福祉票」に記録します。

会議・研修 地区定例会、部会、研修に参加したり、企画運営を行
います。

高齢者実態調査

毎年4～6月頃に、75歳以上のひ
とり暮らしや高齢者のみの世帯を
訪問し、身体の状況や連絡先など
の聞き取りを行います。
調査結果は、福祉サービスへの情
報提供や災害時の資料として活
用されます。

委員の所感

調査は、地図を見ながら訪問先に
行くのですが、なかなか時間が掛
かり大変でした。
それでも、これをきっかけに支援に
繋ぐことができた方に喜んでもら
えて本当によかったと思いました。

民児協の運営に関すること
行政依頼事項の周知

内
容
活動記録の書き方
生活保護
高齢者関係事業
子育て支援関係事業　など

内
容

・全体研修会

頻
度

年１回、６月あたり

場
所

静岡市市民文化会館など

内
容

R5「今日における民生委員
児童委員活動」



個人情報の取扱い

民生委員法第15条により、民生委員・児童委員には、
職務上知りえた情報を漏らさない義務（守秘義務）があります。

　民生委員・児童委員は、要支援者の個人情報の中でも、所得、財産、疾

病、障害、家族など家庭の内部にまで踏み込んだ情報を取り扱います。

　民生委員・児童委員は、日ごろからの心がけとして、個人情報は「持ち歩か

ない」、「コピーしない」、「援助が終結したら生活支援課に届ける」を徹底す

ることで、住民一人ひとりの人権を尊重し、信頼関係を築いてきました。

民生委員・児童委員の組織

　民生委員・児童委員は、地域の民生委員児童委員協議会（地区民児協）

に所属します。

　地区民児協は、静岡市内に61団体あり、全体で市民児協を組織します。

　同時に、民生委員・児童委員は、行政区ごとに区民児協を組織します。

　　　※全国民生委員児童委員連合会

活動負担金

　民生委員・児童委員は、無報酬ですが、活動に必要な交通費・通信費等の

実費は支給されます。

　静岡市では、協議会の運営に係る費用等と合わせ、地区民児協に対して

所属委員分の活動負担金が支給されます。

各委員

全
民
児
連

※

市
民
児
協

23地区民児協 各委員

各委員

葵区民児協

16地区民児協

22地区民児協

駿河区民児協

清水区民児協

　民生委員・児童委員に委嘱されると、次のものが支給されます。
　・徽章（バッジ）
　・門標（玄関先に掲げる札）
　・民生委員・児童委員の証（身分証）
　・民生委員・児童委員活動の手引
　・福祉票（要支援者等の情報を記録するための書類）
　・活動記録（活動実績集計用の書類）
　・筆記用具等
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　主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から指名された委員で、妊婦
さんや乳幼児・児童など、子育てに関することを主に担当します。
　各民児協ごと2名程度が指名され、担当区域を持たず、民児協の区域内
の民生委員・児童委員の活動に協力し、行政機関との連絡・調整を行いま
す。
　児童虐待問題やいじめや不登校といった課題に対して、学校との連携強
化が期待されています。
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民生委員・児童委員と関係機関との協力・連携イメージ図

民生委員・児童委員は、支援への「つなぎ役」です。

行政
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学校ケアマネジャー

社会福祉
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民生委員・児童委員 主任児童委員

地域住民の困りごと
孤立や孤独、生活困窮、子どもの貧困、虐待、認知症

高齢者の生活支援、障害者支援、悪質商法被害防止

見守り・相談

つなぐ支援・解決

関係機関

相談

共有

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んじられる。

児童は、よい環境のなかで育てられる。

民生委員児童委員信条

おわりに

一.

一.

一.

一.

一.

わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉の増進に努めます。

わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握することに努めます。

わたくしたちは、誠意をもって、あらゆる生活上の相談に応じ、自立の援
助に努めます。

わたくしたちは、すべての人々と協力し、明朗で健全な地域社会づくりに
努めます。

わたくしたちは、常に公正を旨とし、人格と識見の向上に努めます。

児童憲章（前文）

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を
確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

　民生委員・児童委員の皆様には、地域に暮らす誰もが安らぎと潤いに

満ちた豊かな生活を営んでいくために欠かすことのできない重要な活

動を担っていただいています。

　今後も、地域における福祉の担い手として、民生委員・児童委員の皆

様に寄せられる期待はますます高まっていくものと考えられます。


